
株式会社日本貿易保険 第一次行動計画 

（女性活躍推進法に基づくもの） 

 

 

職場全体が各職員の多様な働き方を受容し、職員自身も生き生きと能力を発揮できる職場作りに

取り組むため、次のとおり策定します。 

 

１．計画期間  

２０２２年４月１日 ～ ２０２７年３月３１日まで （５年間） 

 

２．内容 

目標１：管理職に占める女性職員の割合を３０％以上にする 

＜取組内容＞ 

２０２２年度～ 

 

 

 

 

 

 管理職候補者を増やし、定期的なヒアリング等の細やかなサポー

トの他、管理職に必要な知識やスキルを身につけるための機会を

提供できるよう支援していく 

 管理職自身の労働時間管理を徹底し、長時間勤務にならないよう

モニタリングを行う 

 

目標２：計画期間内の有給休暇取得率を次の水準以上とする 

     管理職 ５０％ ・ 非管理職 ７２％ 

＜取組内容＞ 

２０２２年度～ 

 

 

 

 

 

 

 月１回程度の有給休暇の取得等、取得率向上に向けた周知や管理職

への指導を実施する 

 ゴールデンウィークや夏季休暇期間（７～９月）、年末年始を休暇

取得奨励期間とし、まとまった日数の休暇が取得できるよう奨励し

ていく 

 飛び石連休についても中日は休暇取得奨励日とし、有給休暇が取り

やすい職場風土を築いていく 

 

 

 


